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1.はじめに

安政仮条約 (1858年〉の締結後，わが国の長

崎，神戸，新潟，横浜，函館の 5港と，江戸，

大阪に「外国人居留地」の設定が取り決められ

た日。 欧米諸国の経済の変化をきっかけとして，

その植民政策は， 19世紀から20世紀初頭にかけ

て，アジア各地の都市を拠点として展開され，

欧米の核心地とそれらを結ぶ経済のネットワー

クが生み出された。中国大陸では租界2) という

外国人居留地が各地に形成されたが，それと類

似のパターンを移植するための外圧が，わが国

にも波及した。日本の居留地は，欧米に核心を

もっ一連の大きい経済システムの中に取り込ま

れた極東の都市群として捉えることができょう。

藤岡ひろ子

横浜居留地の位置，計画，構造は，江戸に近

いだけに，幕府によってきわめて慎重に討議さ

れた。開港は不可避のものであることを前提と

して，旧神奈川宿から遠ざかった横浜の海浜を

整備して， 1859 (安政 6)年に多国籍の居留民

を導入した。

神戸は，その設定の時期をやや遅らせたが，

1868 (明治元〉年をもって開港し，横浜と同じ

く江戸時代の核心地から約 4km東の寒村に居留

地を形成した。河川の付け替え，土地造成はす

べて日本政府の指示により，外国人技師のプラ

ンによって進められたヘ

東北日本を代表する横浜，西南日本を代表す

る神戸は，ともに世界的貿易都市として発展し

たが，その原核はし、ずれも幕末，明治の「外国

人居留地」にあった。 A.D. King4lの指摘する

ように，現在地球的規模の経済の基盤となるよ

うな都市の問題を理解するためには，その植民

時代の過去に遡らなければならない。現在まで

に，わが国の居留地研究は歴史学，社会学，建

築学から多角的な業績が重ねられてきたので，

それらの貴重な業績を追い，地域の再検討，再

構築を試みることは，歴史地理学の重要な課題

と考える。

II. 問題の設定と方法

わが国の外国人居留地はForeignSett1ement 

の訳である。イギリスが世界各地域で経営した

居留地の先例にはSettlementとConcessionの

2種類がある町。前者は永代借地する外国人が

原所有者と直接交渉を行ない，領事や地方行政
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当局がその手続きに便宜をはかるものであり，

後者は居留地を設定する政府が，相手国政府か

ら一括して土地の永代借地手続きを行ない，設

定国の領事を通じて各個人に払い下げの手続き

がとられるものとされている。

わが国の場合，居留地は Settlementとされ

ているが，実際には，土地の原所有者との直接

交渉は避けている。また，買い上げた土地の処

分権を各国領事に与えてはいなし、。横浜の第一

団地所規則(神奈川地所規則6))は， 上海にお

ける第二回土地章程を根拠として作られたもの

であった円が， 幕府の外交努力により，わが国

居留地では，大陸の先例に比べて政府の主体性

約の取り決めに，大陸の先例にあった「阿片取

引10)Jが排除された10ことと， 1875 (明治 8)

年には外国駐屯軍の撤退を実現したことにより，

1885 (明治18)年の時期には，不平等条約の制

約下にあったとはいえ，その貿易はかなり正常

に進行していたものと考えられる。

この時期の輸出は，横浜では絹を筆頭に，茶・

米・銅・乾魚が上位を占め，神戸では茶・銅・

乾魚・石炭が上位を占めていた。輸入では，両

港とも綿製品，毛織物など繊維製品が重要であ

った。この時期には，従来のイギリスに代わっ

てアメリカとの取引が第 1位を占めるようにな

ったことが注目される。開港時は取引の主体は

がかなり認められている。 まったく外商の側にあったが，わが国商入札

居留地制度下では条約国は，①居留地内での 「生糸改会社規則12)J (1873年)などの制定の

自治行政権の行使，②領事裁判権の行使，③協 例のように，積極的に有力商人が結束すること

定関税率(わが国には関税率の決定権がなしつ

などの 3つを行復するのが一般的であった。本

稿では，横浜と神戸の居留地の研究に当たり，

次の 2つの問題，すなわち①わが国最大規模の

居留地としての横浜の中心性と，居留地制度下

の貿易業務地区とその構造，②神戸居留地の立

地による港湾都市の構造変化，に重点を置いて

分析を進める。

によって，貿易の正常化への方向をさぐった。

ill.横浜の貿易業務地区とその構造

アメリカ・イギリスの代表は旧宿場町の神奈

川開港を主張したが，幕府はそれらの外国人の

意見の実現に先立ち，横浜を第一候補地と考え

ており， 1860 (万延元〉年には，事実上そこを

開港場と定めた。これに対して 3国は横浜が

1870年代に世界の主要都市が電信によって連 交通の利便がよくないことを理由として，すで

結されたとはし、ぇ，当時の貿易はまだ遠隔地交 に神奈川に領事館などを配置していた。しかし，

易であった。そのために，各国商社は独自の情 幕府は港湾都市と Lての発展を予想すれば，横

報網を持たねばならなかった。領事は居留地で 浜が地形的に勝れていることを主張し，外国側

可法権を行使するとともに，組織的に情報を集 はその主張と幕府の計画の先行に押されて，最

めて商社に提供する重要な役割を果たさねばな 終的には横浜での居留地設定を了承した。

らなかったへ ここでは，当時の状況を知る手 開港当時の居留地の基本的地盤は，戸数約

がかりとして，入手し得る「領事報告的」を参 100戸の横浜村と， 埋立地の太田屋新田 (1804

考とした。また，外国人の手によって出版され ~18年埋立て〉から成っていた。低湿な地域が

た新聞，名簿 (Directory) などは，居留地内 多く，一部の新田の埋立ては未完のままであっ

部の構造を知る資料として重要である。 た。後背地には吉田新田 C1659~1667年埋立

居留地制度は横浜では約40年，神戸では約30 て〕があり，これらを併せて整備して，居留地

年の歴史を持ち，幕末と明治前期，明治後期で とその周辺に諸外国の居留民とわが国の商人団

はその地域性に変化を生じている。ここでは， を導入する構想、で，幕府は開港場建設を実施し

安政仮条約締結後，約4分の 1世紀を経た1885 た1九「横浜村井近傍之図」凶の中に「安政六年

(明治18)年を基準として，居留地の構造や， 六月二日，横浜開港以来漸次市街を成し，近傍

その周辺部の都市の形態に注目した。居留地条 の野地も山岳を削り，海沼を埋め……」とあり，
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図1 横浜の外国人人口の推移

資料〉 横浜市統計書等

用地は地形改変を幾度も重ねて整備されたこと

がわかる。

横浜貿易業務地区の構造を1885(明治15)年

の時点で検討すると，外国人居留地(関内居留

地〉・山手居留地の 2つからなり，それに対時

して，横浜に特設された日本人商業地区がある

〈図 2)。日本人商業地区は居留地とは区別さ

れるが，わが国の商人が貿易の業務に関与し，

その内部に主要な都市機能を配置した地区とし

て度外視することはできなL、。

(1) 日本人商業地区の設定

横浜居留地の建設に当たり，幕府は1858(安

政 5)年には日本人商業地区1引を特設し，土地
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図2 横浜外国人居留地見取図 (1885年)

と家屋の一部を整備したうえ，商人の誘致・移

住計画をはかった。敷地は国費により造成され，

地租の免除の特典が与えられた。 1860(万延元〉

年には商家数 100戸に達した。商人の出身地の

約50%が江戸であり，神奈川，保土ヶ谷などが

までには，生糸がわが国のもっとも主要な輸出

品として定着し，信州・甲川・上川などの養蚕

地帯を背景に活況を呈するようになった。

ここでは，貿易機能地区としての構造が熟し

たと見られる明治初期の日本人商業地区を検討

それに次いだ。 する。資料として， 1881 (明治14)年時発行の

商人は，とくに幕府が誘致した伝統的な門閥 「横浜商人録」聞を用いた。商人の業種は，内

商人と，地方の各地から自由に参加し貿易業務 外の需要に応じる古道具商，米穀商，荒物商が

を行なおうとする新興の商人との 2つに分類さ 比較的多いが，ここでは，貿易業務に関するも

れる。前者の典型的な例としては，三井商庖が ので，商人録の「売込引取商之部 (Exporters

あげられる。三井商屈は，貿易商人として生糸 andImporters) Jの部門に限定した。

絹製品を扱い，一方「外国方の御金御用達」を 売込商1川土輸出業，引取商は輸入業を示すがv

命じられ，幕府の支持のもとに貿易金融に従事 両者を兼ねるものを含め 177事業所が記載され

した16)。 ている。屋号には，信州屋，駿河屋，川崎屋，

日本人商業地では，初期には貿易業務に不思[1 伊勢雇，米沢屋，遠外|屋，肥前屋など出身地を

れな商人が外商に処する対策に腐心したが， 示すものと，糸屋，綿屋，檎皮屋，石炭屋など

1863'"'-'64年度には生糸の輸出額は1860~61年度 業種を示すものとがあり，町・地番を付してい

の4倍にも達しているIη。1867(慶応 3)年頃 る。初期には売込商に地方出身商人が，引取商
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図3 日本人商業地区における貿易商の町丁別分布 (1881年〉

資料) Ii横浜商人録』大日本商人録社

に江戸出身商人が多かった。基本的には貿易の

主導権は外国人にあり，外商と日本商人との聞

の折衝は，業務に精通した中国人の買弁(Com-

prador) 20)に仲介させる場合が多かった。しか

し実際には，交易上のトラブルを避けることは

困難であった。

日本人商業地区は，北から海岸通・元浜町・

北仲通・本町・南仲通・弁天通・太田町・相生

町・住吉町・常盤町・尾上町・真砂町・港町に

わたって東西の整然たる街路があり，中央部に

は，公園の南に境町がある(図 3)。各街路はー

む北仲通，南仲通および弁天通に主要な貿易商

の立地が見られる。また，海岸通には船舶・輸

送機能の配置が進んだ。

貿易金融に関わる第一・第二国立銀行および

第七十四銀行も，これらの中心の通りに1870年

代から立地した。また，政府の一部出資による

横浜正金銀行21)は，わが国最大の貿易専門の取

引銀行として1879(明治12)年から1946(昭和21)

年にいたるまで，この地区に存続した(表1)。

貿易業者のうち，明治前期の生糸輸出額にお

いて外商と肩を並べた「貿易商会Jr同伸会社」

丁目から六丁目に区分されている。海岸に接近 (表 2)は，直輸出を行ない，アメリカ，フラ

した元浜町から背後の太田町付近までは商家の ンスなどに支屈を構えた。また，日本人商人の

集積が多く，外国人居留地に接近するー~三丁 組織として初期に発足した「商人会所」は，の

目に立地率が高い。中でも本町通は，外人地区 ちに町政機関の建物「町会所」の中に配置され

のメインストリートの延長上にあり，それを挟 たが， 1880 (明治13)年には横浜商法会議所22)
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表 1 日本人商業地区の主要銀行

名行銀
立
次

創
年 同所在地

1874 第一国立銀行支庖 150 本町通 5-72

1874 第二国立銀行 45 本町通 2-45

1876 一 井 銀 行 250 元浜町 1-6

1877 第三銀行支庖 30 弁天通 1-23

1879 横浜正金銀行 300 南イ中町通 3-83

1881 横浜貯蓄銀行支庖 南仲町通 2-7

1901 第七十四銀行 40 南仲村通 2-10

資料〉横浜商人録， 1881年など

表 2 日本人商業地区の主要会社

会 社 名 1資 本 金 ( 所 在 地
I (万円)I 

狭山会社支庖 2 元浜町 3-22

三菱会社支庖 海岸通 3

通 産 商 ~ 北仲町 1-18

佐藤組出張所 本町通 1-19

呑 蘭 社 本町通 1-20

大 倉 組 支 底 本町通 1-21

貿 易 商 会 20 本町通 4-58

東京三井物産会社商会 本町通 4-60

横浜生糸検査所 本町通 6-84

厚 積 組 南仲通 2-21

藤 田 屋 20 南仲通 2-24

丸善商社支庖 15 弁天通 2-28

丸善貿易会社支庖 20 弁天通 2-28

製 紙 分 社 30 太田町 6-94

共 益 社 尾上町 3-17

同 仲 ~ 社 30 尾上町 6

扶 桑 商 会 30 堺町

表 3 横浜，神戸の外国人人口と商社数(1885年)

横 浜|神 戸

号貯i商社数l号貯!商社数

イ ギ リ ス 582 53 228 24 

ア メ リ カ 228 31 48 10 

フ フ ン ス 109 13 16 2 

ド イ ツ 160 18 54 11 

オ フ :/ ダ 31 1 13 

ア ン 事マ 一 ク 25 2 

ス イ ス 31 7 1 一
ボ ノレ ト ガ? Jレ 20 19 2 

中 国 2487 25 554 41 
d¥ ノレ ギ 4 

イ タ リ ア 19 6 

オーストリア・ハシガリー 11 1 2 一
スウェーデシ・ノルウェー 16 6 一
ロ シ ア 4 1 1 

ス. d¥ e イ ン 5 2 一

計ド732I 156 I 946 I 90 

資料〉イギリス領事報告， Diplomatic and 

Consular Reports on Trade and Fin-

ance.， YOkohama and Kobe. 

所規則において削除された事実がある。日本人

商人地区での内外人の立地競争の激しさを示す

事例である。

(2) 関内居留地とその主要機能

一一1885年一一

図2に示す関内居留地は，外国人居留地であ
かんない

り，外国人の貿易業務地区に該当する。「関内」

の設立により，商人の自治的な組織力を発揮す とは，居留地整備の目的で幕府が設けた関門の

るようになった。 内側の空間である。開港の際，幕府は居留地の
やと

以上の構造を持つ日本人商業地区は横浜特有 周辺に掘割りを設け，そこに谷戸橋，前田橋，

のものであり，その設定の意図は，幕府の対外 西の橋，および吉田橋などを架け，関門を備え

政策として，外商の居住空聞が拡大するのを抑 た。この関門の中で，吉田橋が関外からの突通

制することにあったことが窺われる。この地域 の中心であった。 1871(明治 4)年関門撤廃の

の立地条件のよさに着眼し，外国側は本町より 後も， r関内」の語は使用されている。

岸までの地区を居留地用地に編入することを意 関内居留地の主要機能としては，港湾，税関

図し，第二田地所規則23) (1864年〉の第七条に などの港湾機能，行政機能・公的機能としての

その条項が持ち出されたが，この意図は幕府側 領事館，商工会議所のほか，教会をあげること

の強い主張と相手側の事情2勺こより，第三田地 ができる。

資料〉 横浜商人録， 1881年
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①港湾機能一一初期の港湾計画はオランダ人

技師に依頼されたが，資金難のため実現せず，

イギリス人技師， H. S.パーマーの案を採択し

たものの，その着工は明治中期以後となった。

この時期には，東波止場を外国貿易用，西波止

税関は図 2に示す位置に配置されていた。初

期にはこれは「神奈川運上所」と呼ばれたが，

1872年に横浜税関と改称している。

②行政機能，公的機能一一自治行政は外国人

居留地制度の原則であるが， 1864 (元治元〉年，

場を圏内貨物用に当てているが，まだ貿易の発 借家人会議の議決によれ市参事会(Municipal

展に見合った港湾建設には遅れをとって，本格 Council)が自治行政を行なうこととなり，居

的には1889(明治22)年の横浜港修築第一期工 留地内に強制力を持つ法規が制定され，その細

事をまたねばならなかった問。 則も公布された2ヘしかし，これらを実行する

111 
図4 横浜外国人居留地の公的機能，教会等の配置 (1885年〉

資料) JAPAN DIRECTORY for the year 1885， The Japan Gazette Co. 

周公的機関 59.Chamber of Commerce， 203. Foreign SettIement Police. 238. Yokohama 

Fire Brigade 

.領事館 70.ペルー.74. フランス.76.デンマーク，ポルトガル， 81. ドイツ.90. スイス，

135.中国， 171.ロシア， 172.イギリス.234. アメリカ

o教会・寺院等 42.American Bible Society， 77. National Bible Society of Scotland and 

London Religious Tract Society. ;80. Roman Catholic Church. 82. Seamen's 

Mission. 105. Christ Church， 143. Chinese Temple， 167. Union Church 
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ための予算の不足，列国聞の見解の相違，領事 市の外国人の居留した地域にはきわめて多くの

の権力との均衡の問題などにより，早くも1867

(慶応 3)年には，横浜居留地における自治行

政権がわが国に返還された。この事実はまった

く異例のことであり，神戸の場合とは対聴的で

ある。したがって， 1885年には，この自治行政

庁の位置は地図上に見当たらない。後述する商

業会議所が居留民の意志を反映して，わが国と

の折衝に当たるようになった。

つぎに，公的機能として重要な領事館の位置

を地図(図 4)にプロットした。これを見ると，

かつて領事館を早々に神奈川に置いたアメリカ，

イギリスは， 日本大通りに近い公的機能地区に

立地し，イギリスは領事館用地所内に法廷を置

教会が置かれ，宣教の中心となった2ヘそこで

は，教会と商人との聞は協力的，友好的であり，

共通の宗教・文化の理解の上で，通商が円滑に

進められた。わが国の外国人居留地も，彼らに

とっては，異国の中にある伝統の強い社会に固

まれた一種の孤島にたとえられる空間であった。

どの居留地にも置かれたように，横浜居留地

にも，すでに1861(文久元〉年にローマン・カ

ソリック教会が立地し，次いでプロテスタント

の教会をはじめ，その他の宗教の寺院や，教会

系列の学園などが矢継ぎ早に立地した。宗教機

関は欧米文化の普及や教育に大きい役割を果た

している。この時期には，上陸した船員の礼拝

いている。戸シアはその近くに立地しているが， する Seamen's教会も82番館に位置を占めた。

居留民および商社の数は少ない。 1885年には既 また華商地区では，華僑の礼拝や儀礼の場であ

に華商区が形成されているが，中国はその内部 る関帝廟が立地し，宗教・文化・教育の分野で

に領事館を置いている。フランス，デンマーク，

ポルトガル， ドイツなどは，それぞれの商社立

地の卓越する地区に配置している。

以上の領事館の配置から，アメリカ，イギリ

スは在留民の人口規模も大きく，当初から居留

地運営に主導力を発揮しているため中心的な位

置に立地し，他の国々は自国の居留民あるいは

商社との近接位置に立地していることがわかる。

その他の公的施設としては商業会議所27)

(Chamber of Commerce)がある。自治行政

権を返還した横浜で，日本商人との折衝，商館

相互の連絡および，その他の商業上の問題につ

いて各国商人の利益の保護に当たり，その意見

を代表するものとして機能した。 1885年には59

番館に位置し， W. B.ウォルターを主とし，そ

の他七人の人員と秘書が配された。また居留地

警察 CForeignSettlement Police)は中央に，

消防署 CFireBrigade)は木造家屋の多い日本

人地区に近接した所に立地している。

③教会，寺院等一一日米通商条約で1土宗教に

関する細密な規定28)があり，信仰と礼拝所建設

の自由とその保護に関する事項が記されている。

外国人居留地は世界各地に分布するが，既に13

世紀頃から，異教的な雰囲気のあった北欧の都

中心的役割を担っていた。

これらの宗教機関は各国人の集会の場でもあ

り，メインストリートに近接した位置を選定し

ているが，後に山手居留地の住宅地に移動した

ものもある。

④生糸輸出商社の立地一一生糸は開港後の横

浜の貿易で，当初から首位を占める重要な品目

であった。 1860(万延元〉年上半期には，生糸

は全輸出額のほぼ半ばを占めたが， 1862 (文久

2)年から1863年には，中国の生糸市場を圧す

る勢いとなっている 30)0 1885 (慶応元〉年のイ

表4 横浜における貿易額(1885年〉

輸 出〈ポンド) I 輸 入(ポンド〉

絹 2，489，774 綿製品 1，026，519 

茶 751，666 毛織・混紡 428，001 

米 7，248 金 属 348，414 

石 炭 28，412 灯 油 188，427 

銅 196，054 砂 糖 661，756 

乾 魚 109，049 雑 貨 1，111，358 

雑 貨 596，084 
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資料〉 イギPス領事報告， Diplomatic and Con-

sular Reports on Trade and Finance. 
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表5 横浜の主要な生糸の輸出商社

順位| 商 社 名 |国名|地番! 主要代理事業

1 Siber & Brennwald ス イ ス 90 The Helvetia Marine Insurance CO. of St. Gall 

2 I Bavier & CO. ス イ ス (76) The Norwich Union Fire Insurance Co. 

3 I Siebar. Waser スイス 90-B 

4 Jardine， Matheson & CO. イギリス 1 

5 Strachan & Thomas イギリス 63 Northern Fire & Life Assurance Co. 

6 Valmale， Schoene & イギリス 177 Schweiz.Marine Insurance CO. of Zurich 
Mi1som 

7 貿易商会 日 本 本町4

8 Wilkin & Robison イギリス 3 The Sun Fire Office 

9 向伸会社 日 本 尾上町6

10 Walsh Hall & CO. アメリカ 2 The Yangtsu Insurance Association， Ltd.， of 
Shanghai 

11 Kingdon， Schwabe & CO. イギリス 193 The Phoenix Fire Insurance CO. of London 

12 Hecht， Lilienthal & CO. フランス (8) La Compagnie Lyonnaise d' Assurances 
Maritime 

13 China &JaCpo an アメリカ 89 
Trading 

14 Cornes & CO. イギリス 50 Lloydes 

15 P. Heinemann ドイツ 198 China Traders' Insurance CO. 

16 Reiss & Co イギリス (30) 

17 G. Bolmida イタリア (202) 

18 乱1ouri1yan，Heimann & イギ Fス 35 China Fire Insurance Co. Ltd. 
Co 

29 Fraser， Far1ey & Co. イギリス 143 Boston Board of Underwritters 

20 Ludwig & Co. ス イ ス (166) 

注〉 地番は1885年次，カッコ内地番は1879年次

資料〉 斎藤多喜夫 (1988):外商側からみた明治前期の横浜生糸貿易，横浜開港資料館紀要， 6号

JAPANESE DIRECTORY for Year 1879， 1885， JAPAN GAZETTE CO. 

ギリス領事報告書31)によると，絹の輸出額は全

体の約60.96'を占め，茶の18，96'をはるかに凌いで、

いる(表 4)。

斎藤多喜夫8川こより報告された「外商側から

みた明治前期の横浜生糸貿易」は，この時期の

生糸商社の動向を客観的に確かめた論文として

注目される。この成果を拝借して，表 5に示し

た明治前期の主要な外国商社の居留地内での空

間的な立地状況を図 5に表現すると，つぎのよ

うな諸点が明らかとなった。①明治前期の生糸

取扱い高の上位10位以内の主要な外国商社のす

べてが，居留地中心部より北側の，港と税関に

アクセスのよい位置に優先的に立地している。

②巨大商社のジャーディン・マセソン(イギリ

ス)，ウォルシュ・ホール(アメリカ)，ウィル

キン・ロブソン(イギリス〉は居留地 1-3番

館に集中立地している。それに対し，③イギリ

ス各社と肩を並べたスイスの商社は，それより

背後の，スイス領事館に近接する位置に集中す

る傾向が見られる。

斎藤報告によると， 1967~85年の聞の生糸輸

出高はイギリス系商社によるものが最も多く，

これを追うスイスの動きが目立っている。それ

に次いで、，アメリカ，フランス， ドイツ，イタ

リアの順位となる。上位20社のうち，その過半

はイギリス系商社が占めるが，最上位 3社はス

イス系が占めている。

1885年にはアメリカ向け輸出高がヨーロッパ
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図5 横浜の主要な生糸の輸出商社の分布

注〉 数字は地番，商社名等は表5参照。

資料〉 斎藤多喜夫 (1988):外商仰lからみた明治前期の横浜生糸貿易，横沢開港資料館紀要 6号

JAPANESE DIRECTORY for Year 1879， 1885， JAPAN GAZETTE CO. 

向けとほぼ同程度に近づいているが，ヨーロッ

パ系商社が欧州向けに特化するとは限らず，ア

メリカにも送り込んでいたようである。また，

;既にこの時期には日本の商社の「貿易商会」

「同伸会社JI日本商会JI三井物産会社」など

がニューヨーク支社を開き，直輸出に乗り出し

き整備を進め， 1879年までに工事が完了してい

る。この時期の土地利用を検討するため，資料

として JAPAN DIRECTORy3引を用いたが，

併せて中国で発行された DIRECTORY36)その

他を参考とした。土地利用の分類は，商社(貿

易業)，情報関連事務所， 銀行， 小売業・建設

ていたことが，ニューヨーク駐在領事館報告33) 関連業務，ホテル・クラブ・サロン・レストラ

に詳細に述べられている。これらの商社のうち， ンと劇場，倉庫・作業所，船舶(運輸入 公的

はじめの 2社は，明治前期の輸出高が外国商社 機関，医師，住宅などとした。商社は中国など

とならんで高い地位を占めている。 で、活躍した資本力のある商社と，零細な資本に

より経営されたものとに分類した。その際，資

(3) 関内居留地の土地利用と機能分化 本や売り上げなどからの画定は容易で、はないた

一一1885年一一ー め，明治前期に生糸輸出商社としてその貿易額

胃留地は第三田地所規則刊(1866年〉に基づ の上位にあるものを大型商社とした。
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図商社

図情報関連事務所

。銀行

ロ 小売・製造所・建設関連業務

骨 ホテル

}[ 

& グラブ・サロン・ νストラン・劇場f

z 倉庫・作業所

& 船舶(運輸)

p 公的機関・学校

M 医師

R 住宅

口記載欠

図6 横浜外国人居留地の土地利用 (1885年〉

A.大型商社地区， B.中枢的商社・金融地区 C.商社・小売業地区， D.商社(情報・金融卓越〉地区，

E.公的機能・情報機能地区 F.混合地区， G.混合地区(華僑区)， H.商社・倉庫地区.1.公的機能地区

資料) JAPAN DIRECTORY for the year 1885， The Japan Gazette Co. 

以上の手続きにより，図 6を作成した結果 A 大型商社地区 港湾・公的機能地区や日

関内居留地内部は次のA~I の同質地域に分類 本人商人地区へのアクセスが最も有利な貿易業

することができた。 務地区で，ー区画当たりの敷地面積が広い。居
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:留地番号一番には，わが国居留地で最大規模の

イギリスの巨大総合商社，ジャーディン・マセ

ソン (Jardines1atheson) 商会37)が開港後直

ちに営業を始めた。同社は 1番館のほか21，22， 

23番などの土地の利用も行なった。アメリカの

大型商社ウォノレシュ・ホーノレ(羽TalshHall)商

会38) (2番〉はこれと並立して定着した。この

Express)，ザ・クロニクノレ・アンド・ディレク

トリー (TheChronicle and Directory)など

の新聞の取次販売のほか， 日本に関する案内書

が発刊された。

ホンコン本屈を中心に上海に大規模な支屈を

持ち，租界交易の金融に大きな役割をもったホ

ンコン・シャンハイ銀行叩 (HongkongShang-

他に太平洋郵船会社39) (Pacific s1ail Steam- hai Banking Corporation) (62番〉があり，

ship Co_) (4番)，パリ割引銀行 (Comptoir 商工会議所はこれに近接して立地した。帆船建

d'Escompte de Paris) (2番〉などが，地の利

のよい位置を選定している。

B 中枢的商社・金融地区 A地区につづき，

海岸通りに面し，港に近い良好な位置を占めて

いる。 A地区に比べるとー区画の面積は小さい

が，この地区にはチャータード銀行40) (Char-

tered Bank of lndia， Australia， and China) 

(7番)，ニューオリエンタル銀行41) (New 

'Oriental Ba叫cCorporation) (11番〉などイギ

リス系金融機関の立地が目立つている。上海で

成功し横浜に支屈を持つパタフィールド・アン

ド・スワイヤ (Butterfield& Swire) 商会42)

(7番〉は，茶貿易，米・砂糖の輸入のほか，

保険・船舶などの代理事業を営んでいる。また，

グランド・ホテル (20番〉は商人の会合・商談

にも用いられた。

C 商社・小売業地区 北はA地区に援し，

南はメインストリ}トに面する。メインストリ

ートに面した通りには約10の小売業(洋服，装

身具，印刷居など〉や，小規模なホテル，サロ

ンが立地する。この中には，イギリスの大型商

社コーンズ (Cornes)商会43) (50番〉のほか，

約23の中小の商社がある。この地区には，茶貿

易会社所有の再製工場州 (FiringGodown)が

ある。広さは1000nlほどで，内部に炉を設け茶

を乾燥させるもので，作業には日本人が当たり，

中国人がこれを監督した。

D 商社(情報・金融卓越)地区 28番館を

合中心にジャパン・へラノレド(JapanHerald)の

オフィスがあり，同じ地番にケルリ (Kelly)

南会45)を通じてザ・ロンドン・アンド・チャイ

ナ・エクスプレス (TheLondon & China 

造や機械の製造を行なったホィットフィールド

(Whit field) 横浜製鉄所打)(69番〉もこの地

区にある。 ゲィエティ座48) (Gaiety Theatre) 

(69番〉は居留地唯一の劇場である。

E 公的機能・情報機能地区 ここにはフラ

ンス，デンマ}グ，ポルトガノレ，ベルスイ

スなどの領事館が立地する。また，茶の仕入，

再製，包装を行なうとともに茶検査専門職のボ

ーン (Bourne)商会 (71番〉もこの地区に立

地する。情報関連のジャパン・ガゼット(Japan

Gazette)社，ジャパン・メール(Japans1ail) 

社，ジャパン・デーリー(JapanDaily)社な

どのオフィスもこの地区に立地し，貿易に関す

る事項や，世界の政治経済の動向に関する情報

の供給の役割を分担していた。この地区には大

型商社4，中小規模の商社30が立地する。

F 混合地区49) ここは商社地域から華億の

地域への漸移地帯で、ある。 B地区， D地区など

の商社機能の比較的純化した地域の背後にあり，

入港船のペンキ塗り，修理，石炭の補給，船舶

用・家庭用家具などに関する手工業者が集積し

た。また，小規模なホテルやボーリング，サロ

ンがあり，小売!吉も点在する。船員の礼拝する

Seamen' s s1ission もある。石炭置場，倉庫，

家具展示場などが混在し，居留地の貿易業務を

補完する地域でもある。

ここでの大型商社としてはチャイナ・アンド・

ジャパン・トレーディング (Chinaand Japan 

Trading)商会 (89番〉がある。

G 混合地区(華僑区〉叫51) この地区はか

つての入海を埋立てた「横浜新田J(1818年完

成〉であった。 1871(明治 4)年の日清修好条
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規以前から中国人は居留地に移入したが，特殊 社の数は少ないが，茶の再製工場も配され，管

な技能を持っているために，とくに居住を許さ

れていた。 1869年に既に1， 000人をこえた中国

人のうち，約50%は居留地全域に分散居住して

いた。 1873年にはこのG地区に中華会館が設け

られ，関帝廟を中核として華僑の結束が強化さ

れていた。

理的機能に純化された地区とは認められない。

仏) 山子居留地の土地利用変化

山手居留地は，関内居留地の東の境界の，中

村川を隔てた丘陵地で、ある。ここは低湿な埋立

造成地の関内に比べて高燥の緑地帯であるうえデ

この地区では，大工，船大工，帆布製造，家 眺望がよいため，当初から居留民はそこへの外

具製造，鍛冶職，製靴，洋服，製菓などの職種 国人居留地の拡大を要望した。関内居留地が掘

が多い。また，ホテル，サロン，レストランな 割りで囲まれた狭小な境域であるうえに，外国

どの 5つの庖もある。名簿に「個人住居」と記 入の行動範囲も10里以内と限定されていたこと

された地番が多いが，そこには多くの華僑が住 も，その要求の原因のーっとなった。それは，

み，船舶に用品を届け，それを設置する作業員， 業務地区の機能純化につれて，中心機能以外の，

買弁，絹の目利き (PublicSilk Inspector)な

どの分野で活動し，居留地貿易に特殊技能をも

って寄与した人々も少なくない。

H 商社・倉庫地区 この地区の北半部には

K.シュワッブス (KingdonSchwabs) 商会

(193番)，デラカンプ・マグレガー (Delacamp

= Macgregor) 商会問(194番)， ハイネマン

(P. Heinemann)商会(198番)， フレーザー

(Frazer)商会 (200番)，チャイナ・アンド・

ジャパン・トレーディング (Chinaand Japan 

Trading)商会 (225番)など大型の商社が集

中し，絹，茶の取引のほか，茶の再製工場をも

営んだ。日地区南半の土地の大部分は絹の倉庫

諸機能が外縁へ分散する都市拡大のエコロジカ?

ルな動きのおこる時期でもあった。

すでに1861(文久元〉年，山手地区にイギリ

ス，フランス，アメリカなどが用地を要求した

のを，幕府は検討のうど容認した。これが山手

地域への居留地用地の拡大の第一歩となった。

第2に，山手の土地利用の問題点は，外国のe

軍事基地の設定である。このおもな要因は1862

~63 (文久 2~3) 年の日本側の撰夷行動のエ

スカレートであり，居留地に対して与えた不安

が，かねて軍隊の導入を企図していた一部の国

の行動を誘った。 1861年にイギリスが取得した

海軍用地はその後海軍乗組員の駐屯所となり，

や工場(茶の再製〉の利用にあてられ，背後の 1863年にはホンコンからの寧隊が，ここに駐屯

運河は品物の輸送にも用いられた。 した。 1863年にはフランスが駐屯所や海軍用地

I 公的機能地区 関内居留地の西端に位置 を取得し，アフリカからの兵が上陸し，後に海

し，日本大通りを中に日本人地区に面する位置 浜隊を駐屯させた。このことが1864(元治元〉

にある。ここは居留地の中で最も多くの居留人 年の長川・下関砲台の攻撃事件において，連合

口をもち，大型商社を駐留させたイギリスの領

事館があり，同じ地番に法廷 (H.B. M. Court) 
を備えている。アメリカ領事館およびロシア領

事館も同地域に置かれている。消防署もこの地

区に位置している。多くの集会が行なわれたと

考えられるコンコルディア (Concordia) ホテ

ルやクラブ・ジャーメニア (ClubGermania)， 

多くのロッジを持つメイソニック・ホール (Ma司

sonic Hal1)などが立地し， 国際的な交流の場

としての土地利用が行なわれている。一般の商

軍(イギリス・フランス・オランダ・アメリ

カ〉の活動を有利にしたことはいうまでもない。

この事件後，さらに寧事的施設の存続を希望し

た外国クゃループに対して，わが国の代表が，当

初から軍事施設に対しての地代，家賃の取り立

てを免除したうえで，寧の駐留に厳重に抗議す

る手続きをとり， 1875 (明治的年には外国兵

を全員引き上げさせることに成功した。

第3には，山手への住居の進出で、ある。 1862.

年に一般外国人への土地貸与を正式に発表した
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ことが，住宅化のきっかけとなった。インドや

ホンコンなどのイギリスの各植民地では，居留

民は高燥の地を取得して，そこに外人専用の居

住区を形成するのが一般であった。横浜もその

例を踏襲した要求であった。 1862年以降は住居

利用が進展の方向をたどり， 1866 (慶応 2)年

には，山手居留地の 240番までの地番は大部分

表6 山手居留地の諸施設(1885年〉

l地番l 名 称

外国公館 I16 Iイタリア

17 I 11 
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が借地人により，借り受けの手続きが完了して 消 防 署 1201 I消防署地6

いる 5ヘしかし，山手の本格的な整備，住宅化

は明治政府の手によって進められた。

第 4iこ， レクリエーション施設の拡大である。

幅 6m，長さ約 9，000mの遊歩道が1866年に完

成した。競馬場はイギリスがカルカッタ，コロ

ンボ，シムラ，上海に設けたレース場のパター

ンを踏襲したもの54)で，根岸の土地を開発して

設定した。これがわが国居留地のなかで，最大

規模の競馬場となった。

第 5に，住宅地の施設として，病院が設定さ

れ，学校・教会などは民族に適応したものがそ

れぞれの地域に配置された。墓所，屠殺湯など

も山手に整備された。

以上のような経過を経て， 1885 (明治18)年

時には山子居留地としての形態が整った。山手

地区の名簿， Bluff Directory を整理すると表

6のような施設があった。
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95 

病 院 62 横浜病院

99 アメリカ病院

115 イギリス海軍病院

倉庫類等 117 イギリス海軍用

185 フランス海軍用

182 フランス石炭置場

学校・教会等 43 ダラス・スクール

64 パプテイスト・セミナリー・
スクーノレ(神学校〕

178 フェリス・セミナリー

241 ベイ・ピューハウス・アカデ
、、、 一

83 ローマン・カソリック修道院

212 アメリカン・ミッション・ホ
ーム

工 場 77 ジェラfレド・スティ}ム・タ
イル・マユュファクチュア
〈タイ/レ〉

123 スプリング・ヴァレー・プル
ワリー(ピーノレ〉

83A ヨコハマ・アイス・ワ -fJス
(製氷〉

IV. 居留地立地による神戸市街地の構造変化

(1) 神戸居留地の設定

神戸外国人居留地の位置は，江戸時代におけ

る核心地で，内海交通の拠点として繁栄した港

湾の町兵庫から約4km東に選定された日}。既に

人口が 2万余に成長していた兵庫の市民との摩

擦を憂慮したもので，旧湊川尻から旧生田川に

かけての当時の都市縁辺部に開港場を建設する

ことに決定した問。その位置の選定は，横浜が

旧宿場町の神奈川を避けて，小寒村に新たに開

港場を設けた事情と類似しているように見える。 神戸の場合はそれに比べてかなり開放的であつ

しかし実際には，どの居留地よりも江戸に近い たといえよう。

横浜居留地が，江戸に容易には接近し得ない交 神戸居留地は，東は生田川，西は鯉J[!，北は

通の不便な土地を選定し，掘割りの内側の関内 西国街道，南は海に面した一角に立地し，その

に外国人居留地を閉じこめたのとは違っているo 造成工事は幕府が着工して，明治政府がこれを

資料) Bluff Directory.， 1885. 



完工している。初期には各所に柵門を設け，長

州藩による警備が行なわれた問。その際，西国

街道における外国人とのトラブルの発生を懸念

して，日本人歩行者が山地を迂回する「徳川l

道58)Jを別に設けた。しかし，地形的には六甲

山地南斜面の扇状地末端に設けた狭小な居留地

10，000 
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20 

であることや，社会的には横浜開港後 9年の歴

史を経て，もはや横浜のような多国籍軍隊の駐

留はなかった。

神戸居留地の地形は低湿地であり，氾濫常習

の河川の被害が居留地に及ぶこともあった。そ

のため，居留民の要請により， 1871 (明治 4)

_~_H 北朝鮮・韓国

/ 
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図7 神戸の外国人人口の推移

資料〉 神戸市統計書
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年には生田川を海岸部で約 lkm東に付け替える れている 65)。その行政府 (HiogoMunicipal 

工事が完成した59)。さらに30年後には，神戸港 Council) は図 8に示すように， 38番館に置か

にも氾濫の影響を与える西の湊川の流路をさら れた。警察署は取締 (PoliceForce) 67)といい，

に西に移す工事60)が実施されるなど，開港後の 居留民の自治機関として同じく 38番館にあった

港湾付近の整備には，神戸の自然、に対して積極 が，居留地警察の任務は，会議の事務，公園の

l的な人工的改変が加えられた。この手法は，そ 管理，居留地積立金の補完など広範にわたった。

の後の都市形成にも大きな影響を与えている。 消防署 (Fir巴 Brigad巴) も同じ地番に置かれ

居留地の都市プランのため，上海の租界の配 た。

水設備，造船などに業績のあったイギリス人 以上のように神戸における居留地の公的機能

J.W.ハート間(JohnWil1iam Hart)を迎え， は一つの核に集中し， 1899 (明治32)年の居留

近代的な居留地の地割り，下水管配置などが行 地廃止にいたるまで，継続して自治行政を持続

なわれた。また，イギリス人 J.マーシャル印 している。横浜が早期に自治権を放棄したのと

(John Marshall) が初代神港長となり，その きわめて対腕的である。

築港計画を県に提出するなど，初期から居留地 次に兵庫・大阪商業会議所 (HiogoOsaka 

形成に外国人との協力が見られる。横浜居留地 Chamber of Commerce)は外国人商人によっ

の造成が，緊迫した内圧，外圧の中で幕府が事 て結成され，商人相互の利益を守るための活動

業を先制するかたちで進められたのとは対照的 を行政庁と同地番において展開した。これに対

である。 する日本の「兵庫商法会議所J68)は，横浜に先

居留地の土地は競買に付されたが，第一回 立ち1878年に発足している。

(1868年)の競買に比べ最終の第四回(1873年〉 ③各国領事館一一各国領事館は海岸通りに面

には，平均土地価格は約2.1倍に上昇した問。 した中央部に多く集中するが，背後地域にも立

居留地での立地競争の激しさを示すものである。 地した。この時期には海岸通りから背後中央の

居留地解消後も多くの外国商社がここに立地し 15番館側kこ移ったアメリカ領事館が見出される。

わが国商社もそこに割り込むようになった。 神戸に領事館を置いた国は16カ国にも及んでい

(2) 居留地の内部構造一一1885年一一叫間

①港湾機能一一神戸港は大阪湾に望む泊地で

あるが，兵庫に見るような港の設備がなかった

ため，初期には神戸港運上所前波止場，西運上

所前波止場，米国領事館前波止場。リケン波

止場)，宇治川尻波止場の 4カ所に，応急の波

止場を設けた。本格的な港と Lての設備は，

1871 (明治 4)年から数年間の改修工事や，

1884年の桟橋造成時をまたねばならなかった。

②行政機能，公的機能一一神戸居留地には自

治行政機能を行使する居留地会議が組織された。

その構成は居留民から選出された 3人の行事で

構成される常任委員会 (TheStanding Com-

mittee)と，各国領事， 日本の代表(知事〉と

からなっていた。神戸のように領事団がこの種

の会議に参与するのは，きわめて珍しい例とさ

る。

④教会一一既に1868(明治元〉年にフランス

の軍艦デュプレー号でカソリ?クのミサが行な

われ，その後1870年，居留地内の41番に礼拝堂

をもった。これに対してプロテスタントの礼拝

は1870年，集会所で行なわれ， 1872年には37番

に教会を建てた。教会の位置は，いずれも行政

庁に近接している。その後教会は，早い時期に

山手雑居地に移っている。

(3) 居留地の土地利用の特性一-1885年一一

居留地内部は 126のロットに分割され，各ロ

ットごとに地番を付している。 1885年の各地番

毎の土地利用を検討するために，横浜の場合と

ほぼ同じ指標を用いて図 9を作成した。

神戸の場合は，横浜のような明白な地域分化

は図から読み取ることはできないが，次のよう
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図8 神戸外国人居留地の公的機能，教会等の配置 (1885年〉

国公的機関 38. Hiogo Municipal Council， Police Station， Free Brigade， Hiogo Osaka Chamber 

of Commerce 

@領事館 5.ドイツ，イタリア，ロシア，スイス， 7.ハワイ， 9イギリス，オーストリア，ハンガリー，

フランス，スベイン， 14.ボルトカール， 15.アメリカ， 91.デンマーク，オランダ，スウェ

ーテン，ノルウェー， 118.ベルギー

。教会等 37.Catholic Mission， 41. Catholic Mission School， 48. Union Protestant Church 

資料) JAPAN DIRECTORY for the year 1885， The ]apan Gazett Co. 

な点に特色がある。

海岸に面した 1~12番は，商館立地にもっと

も有利な地域であるが，そこには2つの主要銀

行であるホンコン・シャンハイ銀行(2番)，ニ

ュー・オリエンタル銀行 (11番)が距離を置い

て立地L，その聞には主要国の領事館が置かれ，

また大型商社のストレッチャン CStrachan)商

会(1番〉，コーンズ商会(7番)， P.ハイネ

マン商会 (8番)，アーレンス CAhrens)商会

(10番〉などが立地を競っている。背後には

M.ハイマン CM.Heimann) 商会 (33~35番〉

が貿易や商船会社代理事業を行なっている。隣

接して製紙工場を神戸で、経営したウォルシュ・

ホールが立地する。ドイツ系のデラカンプ・マ

グレガー商会 (121番)は大型貿易会社の一つ

で，その建造物はイギリス人建築家ハンセルの

設計によって建てられている。

居留地の背後北半部には倉庫が多いが，その

大部分は「お茶場」と呼ばれた茶の再製工場で

ある。横浜の輸出品の主位が生糸であったのに

対し，神戸で、は茶の輸出が主流で、あった。 1885

(明治18)年時のイギリス領事報告70)を見ても少

茶の輸出額が第 1位で全輸出額の約30%であれ

絹は全輸出額の 0.6%に過ぎない〈表7)。

居留地内部には横浜と同様に，商談や会合に

利用されたホテル，集会所などが設けられたが，

-74ー



o 100m 
L一一一一一J

圏商社

。銀行

ロ小売

@ ホテノレ

企クラブ・遊技場

z倉庫

A 船舶(運輸)

P 公的機関・学校

M 医師

R 住宅

口記載欠

図9 神戸外国人居留地の土地利用 (1885年〉

資料) JAPAN DIRECTORY for the year 1885， The Japan Gozett Co. 

表 7 神戸，大阪における貿易額(1885年〉

輸 出(ポンド) I 輸 入(ポンド〉

439，402 綿製品 623.301 

128，107 毛 織 165，191 

85， 751 金 属 167， 723 

石 炭 13，007 灯 油 131，935 

市首 9，123 砂 糖 239.890 

米 93，743 雑 貨 458，301 

雑 貨 643，239 
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資料〕 イギリス領事報告， Diplomatic and Con. 

sular Reports on Trade and Finance. 

それらは， ヒョウゴ・ホテル (HiogoHotel) 

(6番〉のほか， 47番， 79番， 81番に設けられ

ている。そのうち79番のクラブ・コンコルディ

ア (ClubConcordia) は居留地住人の有志か

らなる社交クラブで，コウベ・グラブと並ぶ主

要な外人グラブである。

レクリエーションの場として競馬場が居留地

東北に設けられ， l'兵庫レース・グラブJ71)も

組織されたが，地形に制約されて，神戸では横

浜山手のような大規模なものには発展しなかっ

た。室内のゲーム場は上述のクラブの建物内に

設けられたが，広い公園は1872年に居留地東に

設定され，居留地行事局の管理下におかれた。

仏) 居留地の立地による都市の構造変化

神戸居留地がその居留地制度下にあったのは，

1868~99年の約30年間である。居留地内部では

多国籍の商社と居留民が，貿易業務を軸として

自治行政を運営し，欧米様式の都市を形成した

が，洋風建築の連続して立地する景観は，日本

の中の外国そのものであった。

しかし，この都市は一つの貿易業務の核心と

なって，周囲にその機能を拡散させ，神戸の都

市の構造にも多様な影響を与えた。この変化

を観察することは，人聞が恋意的に移植した外

国のコミュニティが周辺の都市域にどのような

影響を与え，構造変化をもたらすのか知る対象

として興味深い。

①雑居地の発生及びその土地利用変化
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在の中央区西部，旧生田区に該当する 7ヘ
山手雑居地では，土地を入手した外国人が，

高燥で、展望のよい斜面の生活を楽しみ，各民族

ごとに礼拝の場を設け，それに関連した学校施

設を山手地域に創設する動きを見せた。カソリ

ック教会，プロテスタント教会，ギリシャ正教

会，田教寺院，中国関帝廟が矢継ぎ早に狭い地

域に立地した。それらはそれ以後も存続し，新

たに第二次大戦後はシーメンズ・ミッションや

インドのジャイナー寺院の立地が進んだ。

山手雑居地は，欧米人の住宅が，在来の住宅

地に侵入するかたちで形成されたものである。

この地域には，ルネッサンス様式を基本とした

コロニアルスタイルの明治の建造物が日本人の

山手と居留地との聞は道路で結住宅と混在し，

居留地の計画は整然と実施されたが，移入人

口に規制を加えることが困難であったため，人

口は増加し，土地建物の不足が最初から問題と

なった。すなわち，居留地造成が未完成の時期

に来神した外国人の要望によって，居留地の外

縁の宇治川以東の山麓斜面を中心に暫定的に日

本人との雑居を許可した72)。しかし，居留地造

成完成時には 126区は完売され，雑居者をそこ

に収容するのが困難となった。法規上，雑居を

禁止すれば，居留地拡大の要請がおこるのを恐

れた為政者は，外国人雑居を規制し得なかった。

そのため， 1875年に日本の民間人と契約した雑

居地の地籍は約 3.7万坪にも達した。雑居を許

した地域は山手居留地(図10)のA地域と，居

留地西側のB地域に分類される。その範囲は現

外国人居留地

関帝廟

日本キリスト教会神戸教会

栄光教会

イスラム教会

中山手カソリック教会
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雑居地

山手雑居地

口A

ロB

C 口

回

国

国

回

国

固

ーJ_ _1-ー

』ーーヰーイトー

・ーー_...L_..1-_ 

l_ 
ll~「ー
j--~イー戸戸寸 l 

iJJL， 

ト~ ， 
¥ ¥ t，..-

トートレ，

6Ei; 
(人)

o 500m 
」ー-ーー...1

神戸居留地と雑居地の外国人と教会の分布

The Japan Directory for the year 1900. 
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ばれ，初期には馬車や人力車が用いられた。 貿易では日本における中心的地位を保っていた0・

②華商地区間の形成 華僑の商社は公司または洋行と呼ばれた。また

居留地西の鉄道以南の雑居地は，山手と違い， 居留地に近い露地には，朝市を中心に小売を営

土地の商業的利用が早く進行している。居留地 んだ人々によって現在の南京町の原形が生まれ

により近い地域では，土地取得ができなかった た。南京町は横浜に比べてその規模は小さいが，

外国商社が明治初期に立地し始めた。 ]apan 現在再建されて存続している。その他，両替

Directoryには，そこは DivisionStreetとし 商・理髪業・洋服縫製・ペンキ塗装などを営む

て記載されている。 グ、ループがあった。

華僑は長崎や上海から神戸に移動したものが 中国人は出身地別，職業別にそれぞれ親和と

多く， 1868 (明治元)年には早くも240人， 1878 扶助のための団体組織を持ち，大型商人に成長

年には 554人と記録され，在神外国人の半数以 するものも多かった。 1887年の関帝廟の創建，

上を占めるようになった。中国は非条約国であ 1892年の中華会館の建設から，学校の設立を行

ったため，華僑に対しては籍牌と呼ばれる登録 なうなどの事業を進め，神戸都心地域の形成に

手続きを行ない，雑居地に居住することが合法 国際性を与えた。

化された。 ③居留地西側の商業機能の集積

華僑には，買弁として居留地内に居住し日本 横浜では日本人商業区が，居宮地貿易機能地

商人との貿易仲介を行なうもの，商社を経営し 区と競合して特設された。神戸では，幕府のそ

海産物・砂糖・マッチなどのほか石鹸・雑貨の のような意図は，都市計画に組み入れられるこ

取引を行なうものなどがあった。貿易相手国は とはなかった。居留地設定の時期は，内外から

中国，東南アジア，アメリカなどで，中国との の圧力が一応鎮静し，居留地経営に幕府や明治:

~市街地
o sOOm 

ー 貿易業

図11 神戸の日本貿易業の分布 (1881年〉

資料〉 垣賞与祐 (1882): W豪商神兵湊の魁』熊谷久栄堂
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政府の介入がそれほど強力に行なわれなかった 旧葺合区への中心機能の集積と資本力の拡大が

からである。 認められる。また，県庁，市役所をはじめ主要

居留地成立後の日本商人の動きを考察するた 銀行，商工会議所，デパート，新聞社などの位

めに，貿易に関する業務を営む事業所を， 1882 置の動きを見ると，明治以後は旧歴史核兵庫か

(明治15)年の商社名簿「豪商新兵湊の魁J75) ら神戸駅付近に集積したものも，次第に居留

を基本として抽出し，図11に表した。そこには， 地，あるいはその周辺に移動している(図12)。

茶の貿易商・茶箱商・石炭問屋・生糸商のほか， この現象は， I日居留地を中心に神戸の主要な港

洋銀売買商・貿易商と記されたものがあり，主 湾機能が整備され，港湾都市の重心が次第に東

として居留地西の雑居地に集中立地している。

より居留地に接近して外商との接触を得ょうと

するものが多いのに対し，歴史的核心地の兵庫

は，既に貿易機能の集心性を失っていた。その

ため，兵庫を中心にそこに根をおろした業種は

米の輸出業に限られ， 日本米穀輸出会社，勝木

荷屈などのみである。

東への貿易商の集積が継続的に進行する様相

は，長期にわたる観察が要求される。 1919(大

正 8)年の貿易業，卸売業，金融業，不動産業，

飲食・慰楽業，小売業などの都心的業務の資本

の蓄積を地域別に考察してみると，兵庫を上ま

わって神戸が上位を占め，さらに居留地東側の

.・-・

に移動したことを示すものである。

一般に都心地区の地価は他のどの地区よりも

最高のレベルを示すが，神戸外国人居留地は明

治初期の競売の時期には，すでに市域で最高の

地価レベルを示していた。限定された貿易業務

地区内の土地を外国人に競売するとし、う特殊な

条件下の現象であった。しかし居留地制度解消

後も，長期にわたり，都心機能の諸要素が居留

地を含む三宮地区にむけて集積度を高め， 1960 

年代には都心機能のー核集中により，三宮地区

カが:全市の最高地価レベルの地区となつた7問6引)

④居留地外縁の製造所立地と市街地の構造変

イ化ヒ

• 1980年の位置

O 移動以前の位置

o 500m 
.圃圃圃，開'圃刷'開開閉・・同・a

図12 神戸市の公的機能，事業所等の推移

1.兵庫県庁， 2.神戸市役所， 3. 神戸地方裁判所， 4. 日本銀行神戸支庖， 5.六十五銀行一太陽神戸銀

行， 6.横浜正金銀行神戸支庖ー東京銀行， 7. 米会所ー神戸取引所， 8.神戸商工会議所， 9. 県警本部，

10.通商宅業省神戸事務所， 11.神戸貿易協会， 12.大丸百貨庖， 13.神戸新聞社， 14.朝日新聞社
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表8 神戸の明治初期の外国系製造所

創業制経営者 i三土竺」所在地| 事業内容と三

Kobe Iron 小 野 浜(上海，横浜を経て来神，機械の輸入を行なった。

こ868I E. C. Ki均 Works I (居留地東) Iハーガン等と共同て造船工場を開いた。 1腕年まで海

i !軍造船所として使用された。

1874 I H. S. J. I Hyogo Gas 小 野 浜 i内外共同事業としてのガスの工場を経営，のち，神戸

Brown I Co. I (居留地問 |ガスから大阪ガスに併合した。

Japan Paper I三 宮 町!機械をアメリカから購入，蒸気力を用い，紙の原料こ

日74I Wa凶 Hall I M-aking <:0. I (居留地~t). I藁・ボロを用いた。外人技師のもとに約200人の労働

者を雇った。明治末，三菱製紙に経営を任せた。

上海，横浜を経て来神，キルビー商会から独立。機械，

1874 I F. H. Hunter I範多商会|大阪安治川尻 1鉱石の輸入業を営んだ。 1881年に大阪鉄工所を開所
造船を行なう。 1936年，現在の日立造船所にその経営
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イギリス・ダンロップの支所として，タイヤ，チュー

Dunlop 
ブを製造。神戸のゴム工業の発達に大きな役割を果た

1909 G.恥li11ward Rubber Do. 脇浜 した。 1963年，住友ゴムにその資本が移った。住友ゴ

(Far East) 〈居留地東〕 ムは1980年代には，イギリス， ドイツ，フランスのダ

ンロップ系会社の経営によって， ヨーロッパのゴム工

業の再建にのり出している。

1870年代からの外国商社が試みた工場の建設

は，西欧資本主義のもとで居留地の外側に開発

を進め，それらの多くは日本人労働力の供給に

よって成立した。そのため，近郊の農村から開

港場周辺に，ひきつづきおびただしい人口の流

入がおこった。初期の茶貿易の盛況は，居留地

内部に多くの茶再製工場を立地させ，日本の低

賃金労働力を吸収したが，工場は徐々に外縁に

も拡大している。 1879年にM.ハイマン (Mou-

た。生産されたマッチの主要な取引商社は，明

治末の時点では華商17社聞によって掌握され，

その他は臼本，欧米，インド系の貿易商によっ

て占められた。

その他の外国商社による外縁部の製造所の立

地は，表8に示す通りである。

居留地の外縁への製造所の拡散とともに，地

域住民によって輸出産業を補完するような，資

材や梱包用品の製造所，輸送関連企業などは，

rilyan Heiman)商会が居留地にオフィスを持 居留地の外の兵庫，葺合の両区に次々と立地し

ち，その西側雑居地に製茶工場を配置したのは， た。一般に外縁部の小規模な企業では，資本蓄

その一例である。

輸出産業の一つ，マッチ工業は1870年代に成

立したが，居留地から距離を置いた，低賃金労

働力m の得られる西の外縁部に立地した。手作

業を主とする「都市形成的でない都市労働力J78)

積の機会に恵まれないものが多い。したがって，

住・商・工の機能の混在する工場と住宅の区別

のつかない企業集団をつくり，居留地貿易業務

の純化が進むにつれて，居留地外縁は，諸機能

の混在する混合地帯を形成するようになった。

によって支えられ， 1902 (明治35)年の時点で， そこは， 1980年代の再開発事業にいたるまで，

14歳以下の子女の労働力が60%近くを占めてい 中心市街地のなかでもっとも困難な都市の問題
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を内蔵する地域であった。

V.むすび

本稿では，幕末，明治にわが国に設定された

む東の貿易業務の地区の求心力にひかれて移転

し，現在の都心形成の要因となった。

初期の，外国人による製造所の居留地東部外

縁への立地が，都心周辺の混合地帯形成のイン

外国人居留地 7地区の中から，東北日本では横 パクトとなった。この混合地帯はさらに東に拡

浜，西南日本では神戸を対象として，その構造 大し，第二次大戦後の都市更新事業の対象地と

について検討した。

各国の開港を迫る外圧に対して，幕府は神奈

川宿から，さらに交通の不便な海浜の埋立地，

なった。

横浜，神戸の居留地制度下で阿片交易の強要

を免れたことは，軍用の土地利用の排除ととも

横浜を選び，神奈川を希望する列国の要求をか に，わが国の二大貿易港の健全な発展の基礎的

わして敏速に工事を進めた。その都市計画は， な要因となった。

鎖国政策下に経営された長崎出島の構想を，そ (立命館大学非常勤〉

こに如実に反映させることになった。居留地の

拡大を極力防ぐために，掘割りを設けて「関

内」に外商を閉じこめるプランがそれであった。

関内居留地内で、は商社が立地を競い，生糸取

扱商社が骨子となった。自治行政府・各国領事

館・商工会議所・教会などは居留地の主な要素

であるが，自治行政は比較的早期に放棄された。

1885 (明治18)年時の関内居留地の土地利用

を検討すると 9つの同質地域に分類できる。

貿易機能地区として，各分化地区が互いに機能

していたことが把握できる。

山手居留地は，居住・レクリエーションの土

地利用が主で，一時の軍事用地は平和的利用に

変化した。

外国人居留地に対応する日本の商業地区はわ

が国の特設によるもので，居留地貿易を補完し

たが，ここにも明治政府の中央指導型がよく反

映している。横浜の中心業務地区は日本人商業

地区を母体として発展した。

これに対して，開港が横浜より約 9年の後に

実現した神戸の居留地は，横浜に比べれば開放

的であった。列国の協力で自治行政権は1899年

まで、存続した。西南日本の居留地神戸の地位は，

日本全体の居留地システムの中では横浜のそれ

に従属するものであったが，中国との交易では

神戸が優位にあった。横浜の主要な商社は神戸

にも立地L，茶の貿易が主となった。日本人商

業地区は特設せず，都市の成長とともに，商庖，

銀行のほか，行政までが旧核心から居留地を合

〔注〕
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STRUCTURE OF FOREIGN SETTLEMENTS : YOKOHAMA AND KOBE 

Hiroko FU]IOKA 

The object of this article is to examine the structure of the foreign settlements 

()f Yokohama and Kobe. 

Seven foreign settlements were established in ]apan from the end of the Tokugawa 

Shogunate to the beginning of the Meiji era. From these seven settlements， Yokohama 

and Kobe， were selected as representative of the northeastern and southwestern part of 

]apan， respectively. 

Against foreign countries， which pressed the ]apanese government to open trad幽

ing ports and hoped that Kanagawa would be one of these， Bakufu chose Yokohama as 

the prime site and hastily constructed it. Yokohama was seaside reclaimed 1and where 

traffic was far more inconvenient than in Kanagawa. The urban planning fol1owed that 

of Dejima of Nagasaki， the only trading port during the Edo period of national isolation. 

To prevent expansion of the settlement， the p1an was to imprison foreign traders in 

“Kannai" by preparing surrounding cana1s. 

In the Kannai sett1ement， foreign trading firms competed with each other and 

the principal businesses were related to silk trading. The autonomous administration， 

consulates， the chamber of commerce， and churches were the main elements of the 

foreign settlement， but the autonomy was abandoned rather early. 

In examining 1and utilization in 1885， we find that the settlement was divided 

into nine well defined functional districts. Each district is found to have function巴din 

different aspects of trading. 

The land use of the Yamate settlement was mainly for residence and recreation. 

There were once some 10ts used for military purposes， but they were converted to peace' 
ful usage. 

A region for ]apanese traders， special1y prepared by the government to encour-

age them to compete with foreign traders， functioned to complement trade in the sett1e-

ment. This preparation reveals that the structure of the foreign settlement was complet-

，ed under th巴 guidanceof the Meiji centra1 government. 

In the case of Kobe， its establishment as a trading port was nine years later 

than Yokohama and its settlement had a rather open character. Autonomy continued 

until 1899 under the cooperation of each foreign country. Th巴 statusof the foreign set-

tlement of Kob巴 inthe southwestern part of ]apan was rather subordinate compared to 

Yokohama， but the trade with China was superior in Kobe. Many principal firms of 

Yokohama， primarily tea traders， located branch offices in Kobe. The region for ]apanese 

士ra
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area of import and export， which was in the eastern part of the city including the for-

eign settlement. This movement was the main factor in the process of the building up. 

of the present city core. 

The location of manufacturing establishments by foreigners in the peripheral area 

of the settlement gave impact to the building up of mixed utilization of the area sur. 

rounding the city core. 

Under the system of foreign sett1ements in Yokohama and Kobe， the trade of 
opium was able to be avoided due to foreign enforcement. This fact and the exclusion， 

of military land use， were fundamental factors in the sound development of Yokohama. 

and Kobe， the two largest trading ports in Japan. 
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